
｜
’

令和4年度千葉ポートアリーナの管理に関する年度協定書 ， 、

#i撫塞聴轍！ ′
i i千葉韓1以下「甲」という｡）と公益財団法人千葉市スポーツ協会(以下「乙」という｡） とは、

訂’ 鼻 一A

令和3年3且2:4日付けで甲乙間にて締結した千葉ポートアリーナの管理に関する基本協定書
‘ . ． ‐ : ． :、 、少,湾､. ． ，7 ．

';似下"｢基本協定」という｡）第48条第3項の規定に基づき、令和4年度の事業年度に係る協定

を齢結篭:‘鰡 L

+

（協定の期間）

第1条本協定の期間は､令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。 "

’
（指定管理料の額）

第2条基本協定第48条第1項に規定する指定管理料（以下｢年次指定管理料｣という｡）

は、 176,265,000円'(消費税及び地方消費税相当額を含む｡） とする。
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（支払方法） 、

第3条基本協定第49条に規定する端数の処理については、 5月から翌年3月分までの1月当

たりの指定管理料（以下「月次指定管理料」という｡）は1円未満の端数を切り捨て、 4月分の

月次指定管理料に残額を合算するものとする。

2基本協定第51条第4項に規定する前払金は､乙の申請により甲の承認を得て、管理業務に

必要な経費の前金払を請求することができるものとする。

3前項の規定により前金払いした場合の月次指定管理料の額は、前条に規定する年次指定管理

料から前金払の合計額を差し引いた額を同条の年次指定管理料の額とみなして、第1項の計算

方法により月次指定管理料の額を算出するものとする。

（利益等の還元方法）

第4条基本協定第71条各号に規定する利益等の還元は、乙の発行する納入通知書により指定

の期日までに納入するものとする。

（疑義等の決定）

第5条本協定に疑義が生じたとき及び本協定に定めのない事項については、

定するものとする。

甲乙協議のうえ決

この協定の締結を証するため､本書2通を作成し､甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。
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令和4年4月 1日

甲 千葉市中央区千葉港1番1

千葉市

千葉市長神谷 俊昏
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千葉市中央区問屋町1番2

公益財団法人千葉市スポ

乙

理事長 佐藤 寿
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令和4年度指定管理料

176,265,000円
、

月次指定管理料(消費税を含む）

4月分 14,688,750円

5月分 14,688,750円

6月分 14,688,750円

7月分 14,688,750円

8月分 1･4,688,750円

9月分 14,688,750円

10月分 14,688,750円

11月分 14,688,750円
一 ,

12月分 14,688,750円

1月分 14,688,750円

2月分 14,688,750円

3月分 14,688,750円

合計 176,265,000円
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